
届書コード
健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書2 3 1 0

昭和 ・ 平成

1 勤務していた時に使用していた被
保険者証の発行都道府県支部名称 支部

2 勤務していた時に使用していた
被保険者証の記号及び番号

左づめ

4 申 出 者 の 氏 名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

5 性 別 男 ・

3 申 出 者 の 生 年 月 日
年 月 日

－
左づめ

㊞（氏） （名）

－

女

郵便番号 －

6 申 出 者 の 住 所

郵便番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

8 被 扶 養 者 の 有 無 有 ・ 無 「有」を「○」で囲んだ場合は、下記の「健康保険 被扶養者届【資格取得時】」を記入してください。

都道
府県

7 電 話 番 号 （ ）

9

勤 務 し て い た
事 業 所 名 称 等

事業所名称

10 事業所所在地

11 資格喪失年月日
(退職日の翌日) 平成

□ ６ヵ月前納 □ 12ヵ月前納
（毎月納付のみ）

日

保険料の納付方法について、次のいずれか一つに☑をつけてください。

□
口座振替

□ 毎月納付

年 月

12 保 険 料 の 納 付 方 法
（毎月納付のみ）

※１ 「口座振替」を希望される方は、別途「口座振替依頼書」の提出が必要になります。

※２ 「６ヵ月前納」および「１２ヵ月前納」を希望された場合、資格取得年月日（上記

１１欄の日）の属する月の月末までに前納保険料を納付していただく必要があります。

健康保険 被扶養者届【資格取得時】
・任意継続被保険者の資格取得時に、被扶養者となられる方について記入してください。
・資格取得日の翌日以降に被扶養者となられる方は、別途「被扶養者（異動）届」を提出してください。

被

扶

養

者

13 被扶養者の氏名 14 被扶養者の生年月日 15

12 保 険 料 の 納 付 方 法

年間収入 19 同居別居の別

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 昭和
・

平成
年

性別 16 続柄 17 職業 18

同居・別居
万円

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 昭和
・

平成

月 日
男
・
女

同居・別居
万円

年 月 日
男
・
女

同居・別居
万円

月 日
男
・
女

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 昭和
・

平成
年者

欄
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 昭和

・
平成

年

万円女平成

同居・別居
万円

月 日
男
・
女

21 配偶者が申出者の扶養とならないときは、
その配偶者の年間収入を記入してください。 万円

受 付 日 付 印

22 社会保険労務士の提出代行者名記載欄

20 扶養に関する申立欄
※ 添付書類が提出できない

事情にある場合、その理

由を記入してください。 上記の事実に相違ありません。 資格取得申出者氏名 ㊞

㊞

※協会使用欄

決裁 登録 審査

記号番号 500000 －



【被扶養者になる場合の範囲、収入要件、および被扶養者を届出する際の添付書類】

被扶養者の範囲

■配偶者（内縁関係を含む）
■被保険者の父母、祖父母などの直系尊属
■子、孫および被保険者の弟妹

■被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、
被保険者の子の配偶者、孫の配偶者、弟妹の配偶者、配偶
者の父母など、左記以外の三親等内の親族
■内縁関係の配偶者の父母および子

同居要件 なし あり

「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」を提出される皆様へ ＜大切なお知らせ＞

同居要件 なし あり

収入要件

■６０歳未満の方
・年収が１３０万円未満、かつ、被保険者の年収の１／２未満
・別居の場合は、年収が１３０万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない。

■６０歳以上または、障害者の方
・年収が１８０万円未満、かつ、被保険者の年収の１／２未満
・別居の場合は、年収が１８０万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない。

※年収は、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
※収入には、雇用保険や年金、傷病手当金、出産手当金等についても含まれます。

被扶養者
を届出す
る際の

添付書類

＜収入確認のための書類＞

学生および未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわら
ず、収入要件を満たすことを確認できる書類が必要です。
・所得証明書、非課税証明書
・給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
・退職証明書、離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し
・年金の振込通知書、改定通知書の写し など
※離職等により収入に変動があったときは、そのことが証明でき
る書類が必要です。
※同居要件がないため住民票の添付は必要ありませんが、苗字が
被保険者と異なる場合は続柄の確認できる住民票、戸籍などが必
要です。

＜同居確認のための書類＞

続柄の確認できる住民票が必要となります。

＜収入確認のための書類＞

左記と同様です。

要です。

・任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから２年間となります。ただし、以下の理由に該当する

場合は２年を経過する前に、任意継続の資格を喪失することとなります。

≪資格を喪失する場合≫

（１）毎月の保険料を納付期限までに納付しなかった場合

（２）就職等により、健康保険等の被保険者等となった場合

（３）被保険者の方が亡くなられた場合

（４）被保険者の方が後期高齢者医療制度（長寿医療制度）に加入された場合

※「国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険の扶養に入る」などの理由で資格を喪失することはでき

ません。

１．任意継続の加入期間について

・任意継続の保険料額は、退職時の標準報酬月額によって決定されます。ただし、標準報酬月額が２８万円を

超える場合は、２８万円の標準報酬月額により決定されます。

・勤務していた時の健康保険料については、事業主と被保険者で折半していましたが、任意継続の保険料につ

いては、全額任意継続被保険者の自己負担となります。

・任意継続の保険料額については、下記の理由により変更となる場合があります。

≪保険料額が変更する場合≫

（１）任意継続加入中に４０歳になり介護保険被保険者に該当した場合（一般保険料＋介護保険料）

（２）任意継続加入中に６５歳になり介護保険被保険者に該当しなくなった場合

（３）健康保険料率または介護保険料率が変更された場合

（４）全国健康保険協会管掌健康保険における標準報酬月額の平均額（現在は２８万円）が変更された場合

２．任意継続の保険料額について

（４）全国健康保険協会管掌健康保険における標準報酬月額の平均額（現在は２８万円）が変更された場合



３．保険料の納付方法について

≪保険料の納付方法については、以下のいずれかの方法により納付してください。≫

Ⅰ．納付書にて毎月納付していただく方法

・毎月初めに当協会都道府県支部より納付書を送付いたしますので、納付書に記載されている「納付期

限」までに納付してください。（取扱金融機関等については、納付書裏面にて確認してください。）限」までに納付してください。（取扱金融機関等については、納付書裏面にて確認してください。）

・「納付期限」は原則として毎月１０日となっていますが、以下の理由により「納付期限」が１０日に

ならない場合があります。必ず「納付期限」を確認してください。

≪納付期限が１０日とならない場合≫

（１）当該月の１０日が土日・祝日の場合（納付期限は翌営業日）

（２）初めて保険料を納付する場合（納付期限は保険者が指定した日）

※１ 納付書が届かない場合または、紛失してしまった場合は、早急にご自宅の住所地を管轄する当協

会都道府県支部に連絡してください。

※２ 納付期限までに保険料が納付されなかった場合は、任意継続の資格を喪失することとなります。

なお、初回分の保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、被保険者の資格が取り消しと

なります。

Ⅱ．口座振替にて毎月納付していただく方法

・資格取得申出書提出後、「口座振替依頼書」をご自宅へ送付いたしますので、別途提出してください。

・手続き完了後、「保険料口座振替のご案内」を送付いたしますので、ご案内に記載の「口座振替開始

月」を確認してください。毎月１日（１日が土日・祝日の場合は翌営業日）にご指定の口座より保険

料を引落しさせていただきます。

・口座振替の手続きには、概ね２ヵ月程度かかります。

手続きが完了するまでの間は、納付書にて納付期限までに保険料を納付してください。

Ⅲ．前納にて６ヵ月分または、１２ヵ月分納付していただく方法

① ６ヵ月前納を選択した場合

３月から８月に資格取得した場合は資格取得月の翌月分から９月分までの保険料、９月から翌年

２月に資格取得した場合は資格取得月の翌月分から当該年度の３月分までの保険料を納付するこ

とができます。

② １２ヵ月前納を選択した場合

資格取得した際に、資格取得月の翌月分から当該年度の３月分までの保険料を納付することがで

きます。

※１ 保険料を前納にて納付する場合は、保険料が割引きされます。

※２ 前納の納付期限は、資格取得年月日の属する月の月末となっていますので、資格取得申出書を

提出された時期によっては、前納にて納付することができない場合があります。詳しくは、当

協会都道府県支部までお訊ねください。


